
介護職員初任者研修（通学）学則 

（事業の実施者の名称・所在地） 

第１条 本研修は、社会福祉法人アテーナ会：所在地 愛媛県松山市保免中三丁目 3-23（以下

「当法人」という）が実施するものとする。 

 

（事業の目的） 

第２条 急速な高齢化の進展に伴い高齢者及び身体障害者等の多様な介護が望まれており、その

介護ニーズに対応するため、必要な職業倫理及び実務的知識並びに技能等を修得することによ

り、厳しい雇用情勢においても早期に就職できる機会を得られることを目的とする。 

 

（養成研修の名称） 

第３条 本研修の名称は、介護職員初任者研修とする。 

 

（実施課程及び方法） 

第４条 本研修の実施課程は介護職員初任者研修課程であり、高齢者とのコミュニケーション技

法・介護技術及び介護保険基礎知識等を修得するため、通学形式での講義及び演習並びに現場

での介護実習を行う。 

 

（研修実施場所） 

第５条 研修実施場所は、特別養護老人ホームアテーナとする。 

（所在地：松山市保免中三丁目 3番 23号） 

 

（研修日程） 

第６条 研修日程は、次のとおりとする。 

４月開講コース 

開講式 令和 ６年 ４月  １日 

修了式 令和 ６年 ５月 １５日 

 

（受講対象者及び定員） 

第７条 受講対象者は、心身共に健康で、現に介護事業に従事している者、若しくは介護事業に

従事しようとする者とする。 

また、定員は２０名とする。 

 

（受講者の本人確認） 

第８条 研修の受講申込等を行った者が本人であるかどうか等を公的証明書により確認する。 

公的証明書は、運転免許証・住民票・住民基本台帳カード・健康保険証・パスポート・年金手

帳等による。 

 

 

 



（研修カリキュラム及び担当講師名） 

第９条 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラム及び担当講師名は、研修日

程表のとおりとする。 

 

（研修参加費用） 

第１０条 研修参加費用は次のとおりとする。 

① 受講料：８０，０００円（税込・テキスト代を含む） 

 

（研修修了の認定方法） 

第１１条 研修の全課程を履修した者に対して、修了認定テスト（筆記）により各受講生の知識・

技術等の修得程度を評価し、７０点以上の得点者に対し修了の認定を行なう。 

 

（研修の遅刻、早退、欠席の取り扱い） 

第１２条 講義開始前に担当講師が出欠の確認を行う。やむを得ず欠席する場合は、講義の開始

時刻前に電話等により届け出することとし、必ず「欠席届」を提出するものとする。遅刻や早

退の場合も同様とする。なお、連絡がなく１０分以上遅刻した場合は欠席扱いとする。 

講義の欠席については２日までとし、演習・実習での欠席は原則認めない。 

また、欠席科目についての補講講義は、担当講師指示のもと後日実施するものとする。 

  

（受講の取り消し） 

第１３条 自己都合により受講中に解約しても受講料は返金しない。 

 また、以下の行為をする受講生については、退講させるとともに受講料は返金しない。 

・連絡なしに遅刻、欠席をする者 

・他の受講生の学習を著しく妨げる者 

 

（修了証明書等の交付） 

第１４条 第１１条により認定された者は、当法人が「愛媛県介護員養成研修（介護職員初任者

研修）事業実施要綱」の定める修了証明書及び携帯用修了証明書を交付する。 

 

（研修事業責任（担当）者） 

第１５条 研修事業責任者は、当法人理事長とし、研修担当者は、理事長がこれを定めるものと

する。 

 

（施行細則） 

第１６条 この学則に定めのない事項で、特に必要と認めた場合、当法人がこれを定める。 

 

 

（附則）この学則は、令和 ６年 ２月 １６日から施行する。 


